
流山市議会 facebook 運営ガイドライン  

 

F a c e b o o k と は  

 F a c e b o o k と は 、米 国 で 生 ま れ た ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー

キ ン グ サ ー ビ ス （ Ｓ Ｎ Ｓ ） で 、 実 名 登 録 で 利 用 す る の が

特 徴 で す 。  

 

目 的  

 F a c e b o o k を 広 報 媒 体 と し て 利 用 し 、流 山 市 議 会 に 関 す

る 情 報 を 、 広 く 伝 え る た め 、 そ の 運 営 に 関 す る 具 体 的 な

手 順 や ル ー ル を こ の ガ イ ド ラ イ ン で 定 め ま す 。  

 

適 用 範 囲  

 こ の ガ イ ド ラ イ ン は 、本 市 議 会 公 式 Fa c e b o o k を 利 用 す

る 全 て の 者 に 適 用 し ま す 。  

 

運 営 に 関 し て  

・流 山 市 議 会 公 式 Fa c e b o o k ペ ー ジ（ 以 下 、本 ペ ー ジ ）の

運 営 者 は 流 山 市 議 会 と し 、 投 稿 及 び 事 務 管 理 は 流 山 市 議

会 事 務 局 が 行 い ま す 。  

 

投 稿 ・ コ メ ン ト  

・ 投 稿 内 容 は 、 原 則 と し て 流 山 市 議 会 に 関 す る 情 報 と し

ま す 。  

(１ ） 定 例 会 ・ 臨 時 会 ・ 委 員 会 の 日 程  

(２ ) 流 山 市 議 会 に 関 す る イ ベ ン ト・行 事 等 の お 知 ら せ  

(３ ） そ の 他 、 必 要 と 認 め ら れ た こ と に つ い て  

 

・ Fa c e b o o k に 投 稿 さ れ た 問 い 合 わ せ に つ い て は 、返 信 い

た し か ね ま す 。 皆 さ ま か ら い た だ い た コ メ ン ト に つ い て

は 、 大 変 あ り が た く 思 っ て お り ま す が 、 業 務 関 係 上 、 回

答 が 必 要 な ご 質 問 ・ ご 意 見 等 は 、 メ ー ル 、 ま た は お 電 話

に て ご 連 絡 く だ さ い 。  



 

・ 以 下 禁 止 事 項 に つ い て に 該 当 す る コ メ ン ト は 削 除 す る

場 合 が あ り ま す 。  

 

遵 守 事 項 に つ い て  

こ の ガ イ ド ラ イ ン の 他 、 Fa c e b o o k の 利 用 規 約 、

Fa c e b o o k の 原 則 、 関 連 法 令 等 を 遵 守 す る こ と 。  

 

禁 止 事 項 に つ い て  

本 ペ ー ジ に 対 し て 、 以 下 の よ う な 行 為 は ご 遠 慮 く だ さ

い 。 ユ ー ザ ー の 行 為 が 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、

投 稿 の 削 除 、 ア カ ウ ン ト の ブ ロ ッ ク や 削 除 を す る 場 合 が

ご ざ い ま す 。  

・ 本 人 の 承 諾 な く 個 人 情 報 を 特 定 、 開 示 、 漏 洩 す る も の  

・ 本 議 会 ま た は 第 三 者 の 名 誉 、 信 用 を 傷 つ け た り 、 誹 謗

中 傷 す る も の  

・ 本 議 会 ま た は 第 三 者 の 著 作 権 、 肖 像 権 、 知 的 財 産 権 を

侵 害 す る も の  

・ 公 序 良 俗 に 反 す る 内 容 、 違 法 ま た は 反 社 会 的 な も の  

・ 選 挙 運 動 、 宗 教 活 動 ま た は こ れ ら に 類 似 す る 内 容  

・ 他 の ユ ー ザ ー ま た は 第 三 者 等 に な り す ま す も の  

・ 投 稿 が 広 告 ・ 宣 伝 目 的 の も の 、ま た 、 Fa c e b o o k 外 の サ

イ ト に 誘 導 さ れ た 場 合 に そ の サ イ ト が 広 告 ・ 宣 伝 目 的 の

も の （ ア フ ェ リ エ イ ト ）  

・ Fa c e b o o k が 定 め る 不 正 行 為 に 該 当 す る も の  

・ 本 ペ ー ジ の 趣 旨 に 関 係 の な い も の  

・ そ の 他 、 運 営 者 が 不 適 切 と 判 断 し た も の  

（ 原 則 、 そ の 判 断 は 議 長 と す る 。 た だ し 、 急 を 要 す る 場

合 は 議 会 広 報 広 聴 特 別 委 員 長 判 断 と す る 。）  

 

免 責 事 項 に つ い て  

・ 本 ペ ー ジ へ の 投 稿 は 細 心 の 注 意 を 払 っ て 行 っ て お り ま

す が 、 情 報 の 正 確 性 、 完 全 性 、 有 用 性 に つ い て 保 証 す る



も の で は あ り ま せ ん 。  

・ 本 ペ ー ジ を 利 用 す る こ と で 生 じ た 直 接 ・ 間 接 的 な 損 失

に つ い て は そ の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

・ 本 ペ ー ジ は 、 予 告 な く 運 営 方 針 の 変 更 や 運 営 方 法 の 見

直 し ま た は 運 営 の 中 止 を す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

停 止 ま た は 削 除  

F a c e b o o k の 運 営 が 困 難 と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、市 議 会

ホ ー ム ペ ー ジ に 明 記 し た う え で 速 や か に Fa c e b o o k を 停

止 、 ま た は ア カ ウ ン ト を 削 除 す る も の と し ま す 。  

 

そ の 他  

こ の ガ イ ド ラ イ ン に 定 め が な い 事 項 に つ い て は 、 運 営

者 が 適 切 な 判 断 と 行 う も の と し ま す 。  

 


